
公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所
随意契約によることとした会計法令の根拠
条文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

分館蒸気配管設備改修工事
千代田区永田町１－７－１
平成26年8月9日～平成27年1月30日
管工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年8月8日
第一工業株式会社
東京都墨田区両国２－１０－８

予決令第99条の2
競争に付しても入札者がないとき、又は再
度の入札をしても落札者がないとき

10,821,600 10,800,000 99.8% ―

本館第五議員控室内装改修その他工事
千代田区永田町１－７－１
平成26年8月23日～平成26年10月7日
建築一式工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年8月22日
株式会社佐藤工務店
東京都新宿区住吉町１１－２３

会計法29条の3第4項
契約の目的とする工事を行うことができる
者は当該相手方に限られるため

5,112,720 4,698,000 91.9% ―

本館（東側）屋上防水改修その他工事
千代田区永田町１－７－１
平成26年11月12日～平成27年3月20日
建築一式工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年11月11日
立花建設株式会社
東京都練馬区向山４－３５－１８

予決令第99条の2
競争に付しても入札者がないとき、又は再
度の入札をしても落札者がないとき

36,482,400 35,964,000 98.6% ―

赤坂議員宿舎非常用照明設備電源配線等改修
工事
港区赤坂２－１７－１０
平成26年11月18日～平成27年3月30日
電気工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年11月17日
鹿島建設株式会社
東京都港区赤坂２－１４－２７

会計法29条の3第4項
契約の目的とする工事を行うことができる
者は当該相手方に限られるため

2,868,480 2,808,000 97.9% ―

総選挙に伴う青山仮議員宿舎議員室内装改修
工事
港区六本木７－１－３
平成26年12月10日～平成27年1月23日
建築一式工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年12月9日
株式会社マルサカ装美
東京都板橋区赤塚２－１４－４

会計法29条の3第4項
契約の目的とする工事を行うことができる
者は当該相手方に限られるため

3,368,520 3,110,400 92.3% ―

総選挙に伴う本館議員控室内装改修その他工
事
千代田区永田町１－７－１
平成26年12月13日～平成27年3月27日
建築一式工事

支出負担行為担当官　衆議院庶務
部会計課長　三橋　善一郎
東京都千代田区永田町1－7－1

平成26年12月12日
松井建設株式会社
東京都中央区新川１－１７－２２

会計法29条の3第4項
契約の目的とする工事を行うことができる
者は当該相手方に限られるため

15,454,800 15,120,000 97.8% ―

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）


